
 

 

  

 

田んぼダム取組に期待します 
 

島根県農地・水環境保全協議会事務局 

 

今年も全国各地で豪雨災害が多発しています。 

線状降水帯が発生し大雨特別警報が発令されたとの報道を毎日のように耳にし、県内でも

雨の降り方が極端化していると実感することが多くなりました。 

さらに、今も排出され続けている温室効果ガスの増加によって､今後も､豪雨災害等の更な

る頻発化、激甚化などが予測されており、大規模な災害に備え､準備や対策を着実にしてお

くことが今求められています。 

対策として､最近では従来のダムや堤防などの点と線の施設で封じ込める治水の取り組み

から、田んぼダムや遊水池など浸水可能な地域を確保するといった面的な広がりを持って被

害を防ぐ「流域治水」という考えの取り組みも進められるようになってきています。 

「田んぼダム」とは、田んぼが元々持っている水を貯める機能を利用し､大雨が降った時

に田んぼに一時的に水を貯めることで､洪水被害を軽減する取り組みであります。 

多面的機能支払交付金でも、令和３年度、田んぼダム取り組みに対し資源向上支払（共

同）に加算措置が創設されました（田 加算単価４００円／１０ａ）。 

過疎化・高齢化が進み耕作放棄地も増加する中でも、農家の方々は不断の努力で営農を継

続し畦畔を大切に維持されています。その田んぼの排水口にせき板等を設置し、農家の方々

を中心に地域全体でまとまって取り組めば､水田の洪水調節機能を積極的に増進させること

が出来ます。 

そうした川上の取り組みが川下の生命と財産を守ることにつながり、更に生産者と消費者

との交流・相互理解につながり、持続可能な農業・農村への進展、地域の活性化に向かうこ

とを大いに期待します。 

 

 （せき板の見本を水土里ネットで提供しています １組織１枚） 

見本を希望される組織は、 

協議会事務局 池田まで 

ご連絡ください。 

（℡0852-32-4141） 



 

 

 

 

草刈り支援隊“ピンク Manグループ”結成 

 

奥出雲町の鳥上地区農地水環境保全管理協定(以下「管理協 

定」)は、奥出雲町鳥上地内の約２８3ha の農地を対象に活動を 

行われている広域組織です。今回、県内でも先進的に取り組ま 

れている、”草刈支援隊”について取材をさせていただきました。 

事務局の田辺さん、安田さんにお話を伺いました。 

 

なぜ草刈支援隊を作ろうと思われましたか 

農家の高齢化で、畦畔等の草刈が負担になってきていると感じていたところ、実際に農

家の方からそういう声があがってきたので、何か対策はないかと考え、約１年前に「草刈

支援隊（ピンク Man グループ）を結成しました。 

草刈支援隊は何人で活動されていますか 

現在１２人です。今は 60 才～70 才代が中心で 

すが、若い人の参加も歓迎しています。 

どんな方が草刈支援隊を頼めますか 

草刈支援隊の人数もまだ多くないことから、高齢や

その他の事情により草刈作業が思うように出来ず困っ

ている多面的機能支払制度の協定参加農家を対象とし

ています。 

依頼をしたい時はどこに連絡すればよいですか 

管理協定に、草刈支援隊専用窓口を設けています。 

  依頼する方は、各集落組織代表（自治会長等）または草刈支援隊事務局を通して申し込

み、その際に自治会長等は、草刈支援隊が頼める事情かどうか判断しています。 

その他に組織内で決めていらっしゃることがありますか 

管理協定では、集落毎の一斉草刈りに対して日当の支払いをしています。草刈支援隊を

利用した場合、依頼者が出役されても一斉草刈りの支払いはしないこととしています。ま

た、依頼者は、草刈支援隊に対し、機械損料等として負担金を支払うことになっていま

す。 

なお、急傾斜地、春夏等の地形的、季節的条件に対する割増等については区分しないこ

とにしています。 

一年間活動された感想を教えてください 

まだまだ地域住民に周知されておらず、PR 不足を感じました。 

第20弾 

草刈支援隊出動中 



 

 

また、昨年度は、依頼できる人を「７０歳以上、高齢、病気」と限定していましたので申

し込みも少数でした。依頼できる人のハードルが高すぎたのかなと思っています。 

今後の目標を聞かせてください 

今年度から本格的に活動していきたいと思っています。 

草刈支援隊の制度を知った人からは、「こんないい制度があるなら活用していきたい」と

いった声をいただくので、PR 活動に力を入れていきたいと思っています。また女性の視点

や考えも大事にしたいので、女性の参加も期待しています。 

最後にピンク Man グループの名前の由来を教えてください 

  私たちも“ピンクレディー”（1970 年代歌手） のように輝く 

存在でありたいと命名しました。 

限られた時間でもう少しお話しを伺いたいところでしたが、貴重なお話しをいただいて大

変感謝しております。このように地域をあげての活動がこれからますます県内で広がればと

思っております。 

田辺さん、安田さんありがとうございました。 

 

事務を担当される皆さんへ 
■水路等の補修を業者に委託された場合の活動記録の記入の仕方について 

 令和３年度実施状況報告書を確認させていただいた際に、業者に委託された工事が活動記録に 

記入されていない組織がありました。 

業者に委託された工事についても、活動記録の記入をお願いします。 

また、工事の完成数量の記入も忘れずにお願いします 

 

  

（様式第１－６号） 組織名：

令和 3 年度　多面的機能支払交付金　活動記録 ○○活動組織

★「実施時間」には休憩時間を含めず、実働時間を記入してください。

開始時刻 実施時間

12/11 15:00 1.0時間 7人 0人 7人 61

長寿命化 水路 

 

61 水路の補修 

 

水路側壁の嵩上げ 
--- 
直営施工（施工現場準備、泥
上げ） 
--- 
直営施工 
 

12/19 14:00 2.0時間 5人 0人 5人 61

長寿命化 水路 

 

61 水路の補修 

 

水路側壁の嵩上げ 
--- 
現場説明 
 

2/15

～

3/10

0人 0人 61

長寿命化 水路 

 

61 水路の補修 

 

水路側壁の嵩上げ 
--- 
○○農業用水路嵩上げ工事
△△建設
 

3/6 8:30 2.0時間 6人 0人 6人 61

長寿命化 水路 

 

61 水路の補修 

 

水路側壁の嵩上げ 
--- 
完了検査　　L＝100ｍ 
 

★「活動項目番号」欄には、実施要領別記1-2の国が定める活動指針における取組の番号及び要領第1の２の(1)に基づき都道府県が定める要綱基本方針において追加された
   活動項目の番号を記入します。その他、事務処理は200番、会議等は300番を記入します。
　同一日に複数の活動を行った場合は、該当する全ての活動項目番号を左詰めで一行に記入してください。番号欄が足りない場合は、複数行に分けて記入してください。

活動実施日時 活動参加人数

活動項目番号（左詰め）

活動内容

備考（具体的な活動内容を記入）
日付

実施時間
農業者

農業者

以外

総参加

人数
支払区分 活動区分 活動項目

工事契約期間を記入 活動参加人数は「0」を記入 

PMG(ﾋﾟﾝｸﾏﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

完成数量を記入 



 

 

～多面的機能支払交付金に関することは～ 

◆島根県農地・水・環境保全協議会 

〔事務局〕水土里ネット島根 

  Tel 0852-32-4141 Fax 0852-24-0848 

http://www.nouchimizu-shimane.jp 

◆島根県農林水産部農林水産総務課 農山漁村振興室     Tel 0852-22-5119 

http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/nougyo/kojo_taisaku/ 

◆又は最寄りの各市町村担当課までお問合わせ下さい。 

活動組織の皆さんへ 

多面的機能支払制度では、年度内の活動や交付金の使途を市町村へ報告するため、実施状況報告

書、活動記録、金銭出納簿等の書類の作成が必要です。 

書類を作成する方法として 

■国の Excel 様式を使う 

■島根県独自で開発した「事務支援システム助さん」を使う（令和 3 年度約 330 組織が使用） 

■水土里ネット島根に事務を委託する（令和３年度約 100 組織が委託) 

３つの方法があります。 

組織の実情に応じた方法で、書類の作成をお願いします。 

国の Excel 様式は、協議会ホームページからダウンロードできます。「助さん」、「事務委託」につい

ては、協議会事務局 深田までお問い合わせください。 （℡0852-32-4141） 

★9・10月の予定★ 

１０月中旬～１１月中旬予定 中国四国農政局抽出検査(松江市・安来市・雲南市・奥出雲町の抽出組織) 

 

 
 

活動の報告を伝える「環境ニュース」 

大東下分農地環境事業委員会（雲南市） 
 
私たち大東下分農地環境事業委員会では、毎年一年 

間の活動を「環境ニュース」にまとめ、下分集落全戸に回 

覧しています。 

環境活動をはじめとして、水路、農道の補修工事も写 

真で紹介し、皆さんに、より活動を身近に感じていただ 

けると感じています。 

 

多面事例 検索 農村ふるさと 検索

～担当者の声～ 

４月から協議会事務局のメンバーに加わりました。多面的機能支払には、平成２６年度から地元組織の事務局と

して関わっていましたが、制度をとにかく単純に活用し複雑なことはしないようにして運営していました。協議会

の事務局員となり改めて複雑な制度だな・・・と感じているところです。全県的に高齢化が進み草刈りをする人が

いないという声をよく聞きますが、本制度等を活用して活気がある農村づくりに少しでもお手伝いできればと考え

ています。(協議会 I) 

（協議会 Ｋ） 

木呂畑を守る会（安来市） 

「農村ふるさと通信」はこちらから 全国の活動組織の事例はこちらから 


